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道の駅「ごいせ仁摩」指定管理業務仕様書 

 

１．趣旨 

 この仕様書は、大田市道の駅「ごいせ仁摩」の設置及び管理に関する条例（令和３年大田市

条例第２０号、以下「設置管理条例」という）及び大田市公の施設の指定管理者の指定の手続

等に関する条例（平成１７年大田市条例第６１号）、道の駅「ごいせ仁摩」指定管理者募集要項

（以下「募集要項」という。）に定めるもののほか、指定管理者が行う業務の詳細について定め

ることを目的とする。 

 

２．指定管理の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とする。 

  ※指定管理者制度の更新制（募集要項別紙１）による。ただし、理由の如何に関わらず、更

新を受けられないことをもって、指定管理者は、大田市を訴えることができないものとす

る。 

 

３．施設の概要 

（１）名   称  道の駅「ごいせ仁摩」（以下「道の駅」という。） 

（２）所 在 地  大田市仁摩町大国４２番地１ 外 

（３）開 設 年 月  令和４年１月２９日 

（４）施設の概要  敷地面積約２４．７千㎡ 

          駐車場台数 

           ①普通車：１１３台  ②大型車：１８台   ③思いやり：４台 

           ④自動二輪：５台   ⑤電気自動車：２台  ⑥関係者：９台 

           ⑦キャンピングカー専用有料駐車場(ＲＶパーク)：５台 

           ⑧臨時駐車場：約３，３５０㎡ 

          主要施設 

           ①本棟（トイレ、情報発信・休憩施設、物販、観光案内、事務室等） 

             木造及び鉄筋コンクリート造１階建 約８１１㎡ 

           ②飲食棟（レストラン、厨房、事務室、凍結・加工室、更衣室等） 

             木造及び鉄筋コンクリート造１階建 約２８２㎡ 

           ③屋根付きイベント棟（ステージ、観覧スペース、倉庫、トイレ） 

             鉄骨造及び木造 観覧スペース約１６２㎡、ステージ約７３㎡ 

                     楽屋約３４㎡、倉庫・屋外トイレ約４９㎡ 

           ④屋根通路（賑わい広場、思いやり駐車場、自動二輪、バス停、駐輪場） 

             鉄骨造 屋根通路約４２８㎡ 

           ⑤倉庫棟 

             木造 約４８㎡ 

           ⑥公園（芝生公園、ドッグラン等） 

             約１３００㎡ 
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           ⑦その他附帯施設（洪水調整池、機械室、等） 

（５）設 置 目 的  山陰道全線開通を見据え、豊富な観光資源をはじめ食や特産品、伝統文化

といった大田市の魅力を地域一体となって発信し、観光誘客や交流人口の

拡大、地域活性化を図るための、「大田市の魅力発信最前線拠点」として設

置するもの。 

（６）備品管理等  別表１のとおりとする。 

 

４．施設の開館時間及び休館日 

 開館時間及び休館日は次のとおりとする。 

ただし、開業後において指定管理者は必要があると認めるときは、大田市長の承認を得て開

館時間及び休館日を変更又は指定することができる。 

（１）開館時間 

  ①道路休憩施設（トイレ、休憩・情報発信施設、駐車場） 

             ２４時間開館 

  ②物販施設      午前９時から午後７時まで 

  ③飲食施設(ﾚｽﾄﾗﾝ等)  午前１１時から午後８時まで 

  ④イベント施設    午前７時から午後１０時まで 

  ⑤ＲＶパーク     午後３時から翌日午前１０時まで 

  ⑥観光案内施設    午前９時から午後５時まで 

（２）休館日 

  無休（ただし、棚卸しや施設点検等で必要な場合は休館とする。） 

 

５．管理運営に関する基本的事項 

  指定管理者は、道の駅及び附帯施設を次の項目に沿って管理運営すること。 

（１）人権に配慮した管理運営を行うこと。 

（２）設置目的に基づいた管理運営を行うこと。 

（３）公の施設であることを常に念頭におき、公平な運用を行うとともに、特定の団体等に有利

あるいは不利になる運営を行わないこと。また、常に善良な管理者の注意をもって管理に努

めること。 

（４）常に道の駅の魅力づくりに努め集客に繋げ、一方で施設の効率的な管理運営を行い管理運

営費の縮減に努め、健全経営を図ること。 

（５）施設利用者の安全確保を第一とすること。 

（６）利用者が利用しやすいようにサービスの向上に努めること。また、利用者の意見、苦情等

に対しては、誠意をもって対応すること。 

（７）利用者等の意見等を管理運営に反映させ、利用促進を図ること。 

（８）業務の全部を一括して第三者に委託又は請け負わせないこと。 

（９）業務の実施にあたっては、関係する法規を遵守すること。 

（10）個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）の規定に基づき、個人情報の保

護を徹底すること。 
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６．管理運営のための体制の整備 

（１）人員の配置について 

①総括責任者（駅長）を配置すること。 

②防火管理者の資格を有するものを配置すること。 

③管理・運営に係る全従業員の勤務形態等については、労働基準法、労働安全衛生法、その

他の労働関係法令を遵守し、管理・運営に支障のないよう配置すること。 

④職員に対して、施設の管理運営、個人情報の保護、緊急時対策、防犯、防災時対策等の必

要な研修を実施するとともに、緊急時、防犯、防災対策マニュアル等、必要なマニュアル

を作成し、職員に周知徹底させること。 

⑤販売業務、経理業務、企画運営業務、誘客業務、情報発信業務、その他体制の整備に必要

な業務を実施すること。 

⑥安全な管理運営を行うにあたり、業務に応じて必要な知識・資格を有する者を配置するこ

と。 

⑦職員の雇用に際しては、市内在住者を心がけること。 

（２）職務分担 

指定管理者は、職種ごとに職員の服務内容を定め、その責任の所在を明確にするとともに、

従業員相互の連携を図り、道の駅の運営が円滑に行われるよう努めなければならない。 

（３）職員の風紀 

  指定管理者は、職員の風紀衛生に注意し、全員に清潔な服装を着用させるとともに、名札を

着用させなければならない。 

（４）研修 

指定管理者は、職員の接遇、衛生、人権、道の駅の管理運営に必要な事項、また観光や食文

化、地域資源などの大田市の魅力に係る知識等について、積極的に研修を受講させ、資質の向

上に努めなければならない。また、消防計画をたて、定期的に必要な訓練を行うこと。 

（５）健康管理 

指定管理者は、職員の健康管理に留意し、毎年職員に定期健康診断を受診させ健康管理に努

めるとともに、清潔にして衛生的な環境を保持しなければならない。 

 

７．業務遂行の準備 

指定管理者に指定された後は、自己の責任及び負担において、指定管理開始日から円滑に管

理・運営に係る業務を遂行できるよう、人的及び物的体制を整えること。なお、業務の引継ぎ

が必要な場合は、随時行うこと。 

 

８．業務内容 

  指定管理者が行う業務は、次の業務とする。 

  なお、指定管理者が業務を一体的に委託することは認めないが、個別業務を他者に委託又は

施設をテナントへ賃貸することはできるものとする。ただし、この場合、対応可能な業者が市

内に存在する場合は、市内業者を選定するよう努めること。また、市外業者に委託する場合に

は、事前に書面によりその理由を大田市へ提出すること。 
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Ⅰ 施設等の維持管理に関する業務 

 道の駅の施設等を適正に維持し、利用者等に常に清潔かつ爽快な環境を提供するとともに、

施設等の耐久化を図ることを目的に、次の業務を行う。 

（１）管理・清掃業務 

 管理・清掃業務の範囲は道の駅敷地内とし、その内容は次に示すとおりである。 

 なお、①③については指定管理料の対象とする。 

  ①道路休憩施設（トイレ、休憩・情報発信施設）の日常管理・清掃 

   ・清掃については１日１回以上、また状況点検を１日２回以上行うこと。 

   ・トイレットペーパー等消耗品を適宜補充・交換すること。 

 ②館内管理・清掃 

  ・１日１回以上清掃を行うこと。 

 ③駐車場等管理・清掃 

  ・駐車場の管理・清掃について、原則１日１回以上行うこと。 

  ・外構施設の管理について、草刈りや側溝清掃等、適宜実施すること。 

 ④館外施設等管理･清掃 

  ・喫煙所吸い殻等について適宜処理すること。 

  ・芝生広場、ドッグラン等の管理や敷地内の草刈りを適宜実施し、美化に努めること。 

  ・ＲＶパークの付属施設（流し台、汚水処理施設等）の清掃を適宜実施し、衛生的に管理

すること。 

 ⑤廃棄物処理 

  ・可燃物、不燃物等適宜処理すること。 

 ⑥洪水調整池管理・点検 

  ・降雨時等において洪水調整池の状況を随時監視し、危険がある場合は速やかに大田市へ

連絡すること。 

  ・適宜洪水調整池を目視等で点検し、異常がある場合は速やかに大田市へ報告すること。 

（２）警備業務 

 不審者の侵入、火災報知器の作動などを警備機器等により遠隔監視し、非常の際は即時に

適切な処置を講じること。 

（３）設備、施設内の機器類の保守点検業務 

   消防用設備や自動ドア等、法令等に基づく保守点検業務が必要な場合は実施すること。 

（４）防火管理業務 

指定管理者は、消防法（昭和２３年法律第１８６号）に基づく「消防計画書」を作成し、

大田市消防本部に提出すること。なお、この計画に基づき、消防訓練を実施すること。 

（５）その他 

①大田市が所有する施設や設備及び備品（以下「施設等」という。）は、指定管理者に無償

で貸し付け、指定管理者はこれを適切に管理すること。 

②施設等の運営に支障をきたさないよう、適切に管理を行い、破損又は不具合等が生じた

ときは、速やかに大田市に報告すること。また、必要な消耗品については、指定管理者

において適宜購入し、不具合の生じたものについては、随時更新すること。 

③施設等の維持管理に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、施設等の修理費
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が１件５０万円以上の場合は、指定管理者が管理を怠ったことに起因する場合を除き、

大田市が毎年度の予算の範囲内において負担する。 

④緊急を要する償却資産の購入については、大田市と指定管理者が協議の上、指定管理者

においてリース契約を締結することができるものとする。この場合において、当該リー

ス契約満了後、当該固定資産に加える償却資産は、指定管理者の資産とする。 

⑤指定管理者は、管理及び附帯設備の整備点検について、「業務・宿直日誌」に記録しなけ

ればならない。 

 

Ⅱ 運営に関する業務 

（１）基本的理念 

   指定管理者は、道の駅が公共施設であり、かつ大田市の様々な魅力を発信し、産業振興・

地域振興に寄与することを目的に設置した施設であることを十分認識し、誠実かつ適正に本

業務を履行し、利用者に対して親切丁寧を旨とし、常に奉仕の精神を持ってサービスの提供

に努めなければならない。 

   また、単に道の駅に集客を図るだけでなく、道の駅での情報発信をきっかけに市内の様々

な観光・商業施設等へ誘客を図り、地域の活力を創出するものである。 

（２）施設別業務内容 

 基本的理念に基づき、道の駅運営について次のとおり想定しており、これを参考に事業計

画書において提案すること。提案内容により大田市と指定管理者との協議により決定する。 

   また、この運営経費については、運営による利益をもって充てることとする。 

   なお、②③についてはテナントによる運営も可能とするが、テナントとした場合の家賃に

ついては売上金額の概ね１割程度を目安に想定し、大田市と協議して決定すること。 

   ①大田市の魅力発信業務 

    ・(一社)大田市観光協会をはじめ関係機関と連携し、観光・食・文化・特産品等大田市

の様々な魅力を発信する。 

    ・インターネット、ＳＮＳ等を活用し、道の駅の魅力を発信する。 

    ・観光案内ブースを活用し、市内観光施設等への誘導や観光コースの提案など、道の駅

を訪れる観光客等が求める観光や食といった様々な情報を発信、案内する。 

     なお、本業務については、大田市の観光推進を担う(一社)大田市観光協会が道の駅にお

いて既に管理・運営しており、引き続き(一社)大田市観光協会が行うものとする。 

  ②物販業務 

   ・大田市の農林水産物を中心に産地直売を実施する。 

   ・大田市の様々な特産品やお土産を販売する。 

  ③飲食提供業務 

   ・本棟において、道の駅利用者が快適に休憩出来るよう、簡易な飲食を提供する。 

    ・飲食棟において、道の駅利用者に大田市の食の魅力を発信するため、地域食材をふん

だんに使った食事を提供する。 

  ④賑わい創出業務 

    ・常設ステージや賑わい広場を活用して、イベント開催や露店出店など積極的に賑わい

を創出し、市内外からの誘客に繋げる。 
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    ・活用内容は、道の駅の設置趣旨を損なわないよう、適正に実施すること。 

    ・賑わい創出については、積極的に地域住民等の参画を促し、また大田市や関係団体等

と連携して取り組むこと。 

（３）入館料及び利用料金の徴収事務等に関する事項 

   ①利用料金 

    ・指定管理者は、条例第１１条第２項の規定に基づき、大田市の承認を得て、利用料金

を定めなければならない。 

   ②収納 

    ・指定管理者は、設置管理条例の規定に基づき、利用者から利用料金を徴収しなければ

ならない。 

   ③未収金 

    ・指定管理者は、会社、団体及びクーポン券等の利用で後納を認めざるを得ないものに

ついては、延納の取り扱いをすることができるものとする。この場合は、指定管理者

は「売り上げ日報の未収納金内訳明細書」により整理し、その収納に努めなければな

らない。 

   ④領収書 

    ・料金を収納したときは、「領収書」を利用者に交付するものとする。 

   ⑤出納記録 

    ・指定管理者は、現金の取り扱いを「現金出納簿」に記録し、その出納を明らかにしな

ければならない。 

（４）利用料金の減免に関する事項 

   指定管理者は、設置管理条例第１２条の規定に基づき、大田市の承認を得て、利用料金を

減額又は免除することができる。 

 

 

Ⅲ その他の業務 

（１）地域と連携した観光振興に関する業務 

    大田市内の観光地に関するパンフレット等の広報、告知の手段を常に配置し、充分な情

報提供ができるよう努めること。 

（２）その他市長が必要と認める業務 

   ①事業計画書及び収支予算書の作成 

次年度の管理運営に関する事業計画書及び収支予算書の作成にあたっては、毎年度大

田市が指定する日までに大田市へ提出すること。 

   ②事業報告書の作成 

   （Ａ）定例報告書 

毎月分の利用状況として、毎月の利用状況報告書を翌月１５日までに大田市へ提出

すること。利用状況報告書には、施設の利用実績、事業収入の実績、その他必要な事

項等を記載すること。なお、道の駅の経営報告等、各種統計報告にあっては、大田市

の求めに応じ、直ちに提出するもとする。 

   （Ｂ）年度報告書 
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      年度終了後、３０日以内に事業報告書を提出すること。 

   （Ｃ）利用者事故報告書 

      事故が発生した場合は速やかに報告すること。 

   ③緊急時の対応 

指定管理者は、災害や感染症の流行等に備え、緊急時の利用者の避難、誘導、安全確

保、必要な通報等についての対応計画を作成し、緊急事態の発生時には的確に対応する

こと。 

また、施設の利用者等の急な病気、けが等に対応できるよう、近隣の医療機関等と連

携し、緊急時には的確な対応を行うこと。 

     大規模災害等が発生した場合も考慮し、あらかじめ大田市と協議を行い、適切に対応

すること。 

 

９．指定管理業務に関する経費等 

（１）指定管理料 

   募集要項４を参照すること。 

（２）事業収入の取り扱い 

   道の駅の運営に係る事業収入は、指定管理者に帰属する。 

   なお、指定管理者が施設管理及び運営することにより生じた損失については、大田市は補

填しない。 

（３）区分会計の独立と管理口座 

   指定管理者は、自身の団体と独立した会計帳簿類及び経理規程を設けるとともに、収入及

び経費については、団体の口座とは別の口座において管理すること。また、他の「公の施設」

の指定を受けている場合も、他の「公の施設」の管理口座とは別の口座で管理すること。 

 

10．備品の所有権 

大田市が指定管理者に貸し付ける備品については、大田市の所有とし、その使用及び保管に

ついては、十分注意すること。当該備品が経年劣化等により本業務実施の用に供することがで

きなくなった場合、大田市は、指定管理者との協議により、必要に応じて自己の費用で当該備

品を購入または調達する。また、大田市が所有する備品に関する消耗品類の更新は、指定管理

者の負担とする。 

  なお、指定管理者が、指定管理料により購入した備品は、大田市の所有とし、その際は、大

田市へ報告すること。 

  更に、指定管理者が自ら購入・搬入し、保管を要する備品等については、指定管理者の所有

とする。その際は、大田市へ報告すること。 

 ※詳細は別表１を参照 

 

11．自主事業に関する基本的な考え方 

（１）基本的考え方 

  指定管理者は、自らの予算と責任において、自主事業を積極的に企画及び実施することとす

る。 
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  なお、自主事業に係る費用については参加者の負担（参加料等）若しくは指定管理者の負担

とし、実施により収益が発生した場合は、その収益は指定管理者の収入とする。 

（２）事業の内容 

  道の駅の目的に沿ったものであること。 

（３）実施における注意点 

  ①実施にあたっては、大田市と事前に協議し、承認を得てから実施すること。 

  ②指定管理業務としての施設利用とのバランスをとること。 

  ③自主事業の実施にあたり、道の駅の施設等の一部に改修が必要な場合は、大田市の承認を

得た上で指定管理者が自ら行うこと。 

 

12．指定管理業務の前に行う業務 

（１）協定項目に関する大田市との協議。 

（２）配置する職員等の確保、職員研修。 

（３）業務等に関する各種規程の作成、協議。 

（４）道の駅運営に係る各関係機関・団体等との連携体制構築 

（５）物販等納入事業者との協議 

（６）現行の指定管理者からの業務引き継ぎ。 

 

13．指定期間終了後の引継ぎ業務 

（１）指定管理者は、指定期間終了後、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の業務が遂行

できるよう引き継ぐこと。 

（２）指定管理期間終了後若しくは指定の取り消し等により、次期指定管理者へ業務を引き継ぐ

際は、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供しなければならな

い。特に、施設の利用予約に関しては遺漏がないよう十分留意すること。 

 

14．法令の遵守 

  指定管理者は、道の駅の管理運営にあたり、本仕様書のほか、関係法令及び大田市条例等を

遵守しなければならない。 

  なお、指定管理期間中、関係法令に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。ま

た、関係法令の改正に伴い費用が増減する場合は、協議により指定管理料を改定するものとす

る。 

 

15．個人情報保護に関すること 

（１）個人情報保護 

   道の駅の管理運営を行うにあたって取り扱う個人情報保護のため、指定管理者は、個人情

報の保護に関する法律の規定に基づき、個人情報の適正な取り扱いの義務が課せられる。な

お、個人情報の取り扱いの具体的な内容については、大田市と指定管理者が締結する協定書

に定める。 

（２）情報公開への対応 

   指定管理者は、大田市情報公開条例（平成１７年大田市条例第１０号）の規定に基づき、
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指定管理業務の執行において作成し、又は取得した文書等の公開を行うため、必要な措置を

講じなければならない。 

（３）守秘義務 

   指定管理者は、事業遂行上知り得た秘密を外部に漏らしてはならない。 

   また、道の駅の業務に関する内部情報は、道の駅又は指定管理者の事業所に限り取り扱う

こととし、それにより難い場合は、事前に大田市と協議すること。 

 

16．保険加入及びリース料に関する事項 

  指定管理者は、募集要項及び本仕様書に定める自らのリスクに対して、適切な範囲で保険等

に加入すること。ただし、施設等の管理上必要となる保険料は、大田市が負担する。 

  また、管理運営上必要となるリース料金は、指定管理者が負担しなければならない。 

 

17．利用者の意見等の把握 

  指定管理者が行う業務の質と利用者サービスの向上を図るため、利用者アンケート等を実施

するなど、利用者の意見や要望等の把握を行い、管理運営業務に反映させ、かつ利用促進に努

めなければならない。 

 

18．事業評価 

（１）指定管理者は、業務の質と利用者サービスの向上を図るため、また、本仕様書及び協定書

に定めた要求水準が満たされているか等を確認するため、毎年度自己評価を行い、その結果

を大田市に報告しなければならない。 

（２）大田市は、指定管理業務の実施状況を把握し、良好な管理状況を確保するため、毎年度モ

ニタリングを実施する。指定管理者は、大田市が実施するモニタリングに協力しなければな

らない。 

 

19．業務不履行の処理 

（１）管理運営業務が管理基準を満たしていない場合、利用者が施設を閲覧若しくは利用する上

で明らかに利便性を欠く場合は、大田市は、指定管理者に対して改善の指示を行うことがで

きる。 

（２）大田市は、指定管理者が大田市の指示に従わないときは、その指定を取り消し又は期間を

定めて、管理業務の停止を命ずることができるものとする。 

 

20．協定の締結 

  大田市と指定管理者は、業務内容に関する細目事項、管理の基準に関する細目事項等につい

て協議の上、協定を締結するものとする。 

 

21．協議 

  指定管理者は、本仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理について

疑義が生じた場合は、大田市と協議し決定する。 
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22．リスク管理・責任分担 

  協定締結にあたり、大田市が想定するリスク管理・責任分担の方針は次のとおりとする。な

お、細部については、大田市と指定管理者が締結する協定書に定めることとする。 

（１）施設（建物、機械設備等）及び設備の保守点検、維持管理（清掃、補修等）、安全・衛生管

理及び１件５０万円未満の修繕等は、指定管理者が行う。 

（２）事故、火災等による施設の損傷及び被災者等に対する責任は、事案ごとの原因により判断

する。 

（３）指定管理者は、道の駅利用者に被災等が生じた場合は、迅速かつ適切に対応し、速やかに

大田市へ報告すること。 

（４）施設の管理運営に対する利用者や周辺住民等からの苦情、不満、トラブル等については、

指定管理者において対応すること。なお、これら事案の発生については、その都度、速やか

に大田市へ報告すること。 

（５）指定管理者と大田市の責任分担表 

項  目 内  容 
負担者 

大田市 指定管理者 

物価の変動 
人件費、物件費、光熱水費の大幅な変動に伴

う経費の増減 
 ○ 

需要の変動 施設利用者の減少に伴う収入減  ○ 

資金調達 運営上必要な初期投資、資金の確保  ○ 

運営リスク 

関係法令改正に伴う業務内容変更及び費用

の増減 
※協議事項 

事故・災害等による臨時休館等 ※協議事項 

施設等の管理上の瑕疵に係る臨時休館等  ○ 

上記以外 ※協議事項 

施設及び設備

の損傷 

事故・火災等によるもの ※協議事項 

施設等の管理上の瑕疵によるもの  ○ 

第三者の行為から生じたもので相手方が特

定できないもの 
※協議事項 

経年による損傷等指定管理者の責によらな

いもの 
※協議事項 

上記以外の修繕 ※協議事項 

施設利用者等

への損害賠償 

施設等の管理上の瑕疵によるもの  ○ 

上記以外の事由により損害を与えた場合 ※協議事項 

施設の火災保

険への加入 
 ○  

包括的管理責

任 
 ○  
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別表１ 

 大田市の備品については別添資料１のとおりとし、指定管理者に無償貸与する。 

 ただし、大田市の備品であっても１件５０万円未満の修繕については指定管理者において行う

こととする。 

 また、本棟飲食ブース（ＣＡＦＥコーナー）及び飲食棟（レストラン）の飲食提供に必要な備

品（厨房機器、調理器具、食器類、事務室什器、事務機器、等）については指定管理者において

整備・管理する。 

このほか、大田市が貸与する備品以外で道の駅の運営に必要な備品は原則指定管理者において

整備・管理する。 

 


